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【公表日】平成24年1月26日(2012.1.26)
【年通号数】公開・登録公報2012-004
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【国際特許分類】
   Ａ６１Ｆ   2/30     (2006.01)
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年7月13日(2012.7.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの骨の部分間を関節固定し又は２つの骨片の間の骨接合を行うための髄内のインプ
ラントであって、
　各端部に問題とされる骨の各部分を固定するための各領域を有し、全体にわたり長い形
状の単体のボディ（１）を備え、
　一方の前記領域（Ａ１）が円柱の横断面を有し、そしてねじ山部が形成され、
　他方の前記領域（Ａ２）が平坦な横断面を有していることを特徴とするインプラント。
【請求項２】
　吸収性材料からなることを特徴とする請求項１に記載のインプラント。
【請求項３】
　前記一方の領域（Ａ１）は、その自由端の方向において断面が縮小する円錐形を有して
いることを特徴とする請求項１又は２に記載のインプラント。
【請求項４】
　平坦な横断面を有する前記他方の領域（Ａ２）は、実質的に中央の部分において、弾性
的に当該領域を変形させることを可能にする開口部（１ｂ）を有していることを特徴とす
る請求項１から３の何れか１つに記載のインプラント。
【請求項５】
　前記開口部（１ｂ）は、少なくとも２つの固定用の各舌部（１ｃ）と（１ｄ）との境界
を画定していることを特徴とする請求項４に記載のインプラント。
【請求項６】
　前記ボディは、前記２つの固定用の各領域（Ａ１）と（Ａ２）との間において、骨体に
生じるせん断及び曲げ応力に対する耐性があり、そしてストッパとして機能することがで
きる中央遷移領域（Ｃ）を有することを特徴とする請求項１から５の何れか１つに記載の
インプラント。
【請求項７】
　前記各固定用の領域（Ａ１）と（Ａ２）とが同軸上に一列に構成されることを特徴とす
る請求項１から６の何れか１つに記載のインプラント。
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【請求項８】
　前記各固定用の領域（Ａ１）と（Ａ２）とが角度的にオフセットしていることを特徴と
する請求項１から６の何れか１つに記載のインプラント。
【請求項９】
　前記各固定用の領域（Ａ１）と（Ａ２）とが１°及び３０°程度、好適には１０°の角
度でオフセットしていることを特徴とする請求項８に記載のインプラント。
【請求項１０】
　前記固定用の領域（Ａ１）と（Ａ２）との間の折れ曲がる線が問題とされる骨の関節固
定の線に対し実質的に一致するように配置されていることを特徴とする請求項８又は９に
記載のインプラント。
【請求項１１】
　吸収性があり、かつ、弾性的な曲げ変形が可能な材料で作られることを特徴とする請求
項１から１０の何れか１つに記載のインプラント。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】２つの骨又は２つの骨片の間の吸収性髄内インプラント
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、整形外科インプラントであって、特に関節固定及び骨接合の技術分野に関
する。より詳細には、この発明は、２つの骨の部分の間を関節固定し又は２つの骨片の間
の骨接合をするための髄内インプラントであって、特に手又は足の症例に関する。
【背景技術】
【０００２】
　これら機能を実現するために様々な解決手段が提案されている。
【０００３】
　例えば、１つの解決手段は、本出願人がその保有者でもあるフランス国特許出願２．８
８４．４０６に記載されて開示されている。この特許は、長い形状のボディを備えてなり
、その両端部が骨の部分に係合して固定する固定領域を構成する髄内骨接合具を記載して
いる。固定領域は、骨の部分に導入され、いかなる回転方向の動きをも制止し、引張りに
耐え、圧縮力を維持して前記骨の部分を固定し得るように形成され、選択される材料で作
られる。
【０００４】
　もう１つの解決手段は、同じく本出願人に所属するフランス国特許出願０７．０２００
３に開示されている。この文献は、中央領域で接続される２つの固定領域の形式のインプ
ラントであって、全体にわたる形状が非常に長い四角形で実質的に囲まれるとともに、固
定領域では、弾性作用又は形状記憶作用により圧縮して離間し得る２つの舌部を構成する
ように実質的にＸ字状を有するものを記載している。
【０００５】
　この設計を基礎として、インプラントの装着を容易にし、そして骨接合又は関節固定部
の一次及び二次の安定性を得るために効果的な様々な基準が確立されている。
【０００６】
　しかしながら、これらの解決手段は、吸収性材料からなるインプラントの場合には適し
ていない。
【０００７】
　この先行技術を基礎として、本発明の１つの目的は、前記インプラントが吸収性材料で
作られる場合において、インプラントの固定性及び安定性、そしてインプラント部位の形
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態上の適合性を改善することである。
【発明の概要】
【０００８】
　このような目的を果たすために、２つの骨又は２つの骨片の間の吸収性髄内インプラン
トであって、既知の態様で全体にわたり長い形状の単体のボディを備え、その各端部に、
問題とされる骨の部分を固定するための領域を有するインプラントが設計及び開発された
。この発明によれば、一方の前記領域が円柱の横断面を有し、他方の領域が平坦な横断面
を有している。
【０００９】
　有利なことには、インプラントは、要求される骨緻密化時間を保持するためにその機械
的特性が決定された吸収性材料で作られ、それによりインプラントが６箇月を超えて吸収
性を有する。例えば、インプラントは、乳酸の重合体又は共重合体（ＰＬＡ、ＰＧＡなど
）からなる。
【００１０】
　吸収性材料の特有の機械的特性を考慮し、そして固定性及び安定性を改善するという関
連する目的を果たすために、円柱の横断面を有する前記領域にねじ山が形成され、その自
由端に向けて横断面積が小さくなる円錐形を有している。
【００１１】
　弾性的な変形を許容し、それにより部位の幾何学的配置及び材料の特性に適合した拡張
を生じさせるという関連する目的を果たすために、平坦な横断面を有する前記他方の領域
が、実質的に中央の部分において、弾性的に当該領域を変形させることを可能にする開口
部を有している。
【００１２】
　それゆえに、円柱状でねじ山が形成された固定用の領域と平坦な横断面を有する固定用
の領域との組み合わせが、当該目的を果たすことに鑑みて特に有利であることは明らかで
ある。
【００１３】
　骨体に生じ易いせん断及び曲げ応力に対し耐え得るという関連する目的を果たすために
、２つの固定用の領域の間において前記ボディは、骨体に生じるせん断及び曲げ応力に対
する耐性があり、そしてストッパとして機能することができる中央遷移領域を有する。
【００１４】
　インプラントのこの基本的な設計を基礎として、固定用の領域が同軸上に一列に構成さ
れるか、又は固定用の領域が約１°から３０°程度、好適には１０°で角度的にオフセッ
トしている。固定用の領域の間の折れ曲がる線が、問題とされる骨の関節固定の線に対し
実質的に一致するように配置されている。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】インプラントの斜視図である。
【図２】問題とされる骨の部分が導入される前のインプラントの前面図である。
【図３】図２に対応する側面図である。
【図４】導入された後において平坦部の固定用の舌部の位置を示す、図２に類似する図で
ある。
【図５】インプラントのもう１つの有利な実施の形態の斜視図である。
【図６】２つの骨の部分におけるインプラントの配置を示す図である。
【図７】２つの骨の部分におけるインプラントの配置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明は、添付された図面の図の助けと共に下記においてより詳細に説明される。
　本発明によるインプラントは、いわゆる近位の第１の領域（Ａ１）と、いわゆる遠位の
第２の領域（Ａ２）を有する長い形状の単体のボディ（１）を備えている。インプラント
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のボディ全体は吸収性材料から作られ、６箇月以上のタイムフレームにわたってインプラ
ントが吸収されるように、その機械的特性が決定される。１つの代表的な実施の形態にお
いて、インプラントは、乳酸の重合体又は共重合体（ＰＬＡ、ＰＧＡなど）から構成され
る。
【００１７】
　残りの説明で示されるように、領域（Ａ１）と（Ａ２）とは、対応する骨の部分を固定
するための構成を有している。吸収性材料の特有の性質を考慮し、そして固定性及び安定
性の関連する目的を果たすために、領域（Ａ１）が円柱の横断面を有し、他方の領域（Ａ
２）が平坦な横断面を有している。
【００１８】
　領域（Ａ１）は、自由端の方向において縮小する円錐形を有している円柱状のスパン（
１ａ）を備えてなる。スパン（１ａ）は、ねじ山部（１ａ１）として機能する螺旋リブを
有している。
【００１９】
　平坦な横断面を有する領域（Ａ２）は、実質的に中央の部分において、前記領域（Ａ２
）の弾性による変形を許容し得る開口部（１ｂ）を有している。とりわけ、開口部（１ｂ
）は、それぞれが少なくとも１つの切り欠き（１ｃ１）、（１ｄ１）を有する少なくとも
２つの固定用の舌部（１ｃ）と（１ｄ）との境界を画定している。
【００２０】
　有利なことには、２つの固定用の領域（Ａ１）と（Ａ２）との間において、ボディは、
骨体に生じ易いせん断及び曲げ応力に対し耐え得る中央遷移領域（Ｃ）を有している。全
く限定されない説明によれば、インプラントの長さが１５及び２５ｍｍ程度、領域（Ａ１
）における直径が２又は３ｍｍ程度に対して、この中央領域（Ｃ）では、厚さが約２ｍｍ
で幅が約３．５ｍｍとすることができる。
【００２１】
　図１に示される実施形態においては、固定用の領域（Ａ１）と（Ａ２）が同軸上に一列
に構成されている。
【００２２】
　インプラント部位の形態上の適合性の目的を果たすために、骨の部位の幾何学的配置に
適合する角度αで、固定用の領域（Ａ１）と（Ａ２）とが角度的にオフセットしてもよい
。この角度αは１°及び３０°程度の間であり、そして好適には、インプラントが足の関
節固定の場合において１０°のオーダーである（図５）。
【００２３】
　この実施形態においては、２つの固定用の領域が角度的にオフセットしており、その折
れ曲がる線が問題とされる骨の関節固定の線に対し実質的に一致するように配置されてい
る。
【００２４】
　ここで、２つの骨の部分（０１）と（０２）との間の本発明によるインプラントの位置
を略して示す図６と図７が参照される。やすり式の器具を用いて各骨に適当な各凹部を作
り出した後、オペレータは、問題とされる骨へのインプラントの過度の挿入を防ぐストッ
パとして機能する実質的に中央領域（Ｃ）まで、問題とされる骨の部分（０１）にねじ山
部（１ａ１）をねじ込む（図６）。そして、オペレータは、弾性的にクランプされる領域
（Ａ２）の固定用の舌部（１ｄ）及び（１ｃ）に、第２の骨の部分（Ａ２）を嵌め込む（
図７）。
【００２５】
　よって作業処置テクニックは、以下の通りとすることができる：
‐　適当な従来のドリルを用いて２つの孔をあける穿孔、
‐　平坦側のためのやすりによる凹部の準備と、円柱側の内側雌ねじ部を供するためのタ
ップの準備、
‐　把持用の先頭部を有するねじ回しの使用、
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‐　概ねＰ１において足のＩＰＰ関節固定のための円柱状側のねじ込み、
‐　インプラントの平坦側への骨の嵌め込み。
【００２６】
　有利性はこの説明から容易に理解できるが、特に強調されそして思い起こすべきことは
、２つの固定用の領域（Ａ１）と（Ａ２）との組み合わせであって、各々円柱の横断面と
平坦な横断面とを有し、骨体の幾何学的配置及び材料、換言すると吸収性材料の特性に適
合する固定性と安定性を顕著に改善することである。
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